
は

し

が

き

靖
国
神
社
を
め
ぐ
る
諸
問
題
は
、
国
会
に
お
い
て
長
期
に
わ
た
っ
て
論
議
さ
れ
て
き
た
問
題
で
あ
り
、
ま
た
、
関
係
す
る
各
界
の
み
な
ら
ず
、
広
く
国
民
の

関
心
を
呼
ん
で
き
た
事
柄
で
あ
る
こ
と
は
、
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

い
ま
、
こ
の
問
題
を
め
ぐ
る
論
点
の
推
移
を
、
国
会
会
議
録
の
キ
ー
ワ
ー
ド
検
索
に
よ
っ
て
概
観
し
て
み
よ
う
（
本
書
所
収
の
「
靖
国
神
社
問
題
関
係
国
会

等
会
議
録
一
覧
」
を
参
照
）。

ま
ず
、
昭
和
二
〇
年
の
終
戦
か
ら
昭
和
二
七
年
ま
で
の
占
領
期
に
お
い
て
は
、
戦
没
者
の
慰
霊
、
新
憲
法
と
宗
教
、
靖
国
神
社
の
存
続
、
遺
骨
収
集
、
引
揚

援
護
、
戦
犯
死
没
者
な
ど
の
事
項
が
目
に
つ
く
が
、
審
議
そ
の
も
の
は
少
な
い
。
講
和
条
約
発
効
後
か
ら
昭
和
三
十
年
代
に
か
け
て
は
、
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺

族
等
援
護
法
、
恩
給
法
改
正
、
公
務
死
、
英
霊
の
合
祀
促
進
、
国
の
合
祀
協
力
、
無
名
戦
士
の
墓
、
な
ど
が
多
い
。
四
十
年
代
に
入
る
と
、
靖
国
神
社
国
家
護

持
、
靖
国
神
社
法
案
が
頻
繁
に
現
れ
、
昭
和
五
十
年
以
降
は
、
首
相
の
参
拝
、
Ａ
級
戦
犯
、
津
地
鎮
祭
な
ど
の
裁
判
所
の
判
決
、
中
国
・
韓
国
の
反
応
な
ど
が

多
い
。
平
成
年
間
に
入
る
と
、
国
の
追
悼
施
設
、
千
鳥
ケ
淵
戦
没
者
墓
苑
、
分
祀
論
、
ア
ジ
ア
外
交
な
ど
、
関
係
事
項
の
範
囲
が
き
わ
め
て
多
岐
に
わ
た
っ
て

い
る
。

さ
て
、
調
査
及
び
立
法
考
査
局
で
は
、
昭
和
五
一
年
に
『
靖
国
神
社
問
題
資
料
集
』
を
刊
行
し
た
が
、
そ
の
後
の
経
緯
を
踏
ま
え
、
こ
こ
に
そ
の
内
容
を
一

新
し
、
本
編
を
刊
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
本
編
の
特
色
の
第
一
は
、
明
治
維
新
以
降
の
近
現
代
に
わ
た
る
、
靖
国
神
社
問
題
に
関
す
る
い
わ
ば
「
一
次
史
料
」

を
多
数
収
録
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
靖
国
神
社
所
蔵
資
料
、
占
領
期
の
米
国
側
資
料
、
国
の
関
係
機
関
所
蔵
資
料
等
が
含
ま
れ
て
い
る
。
第
二
は
、

国
会
に
お
け
る
靖
国
神
社
関
係
の
会
議
録
を
網
羅
的
に
検
索
し
、
そ
の
主
要
な
議
事
の
該
当
部
分
を
相
当
数
採
録
し
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
質
問
主
意
書
・

答
弁
書
及
び
政
府
見
解
の
す
べ
て
、
関
係
裁
判
の
主
要
判
決
等
も
収
録
し
た
。
そ
し
て
第
三
に
、「
紙
版
」
と
「
電
子
版
」
の
併
用
を
考
慮
し
、
利
用
の
便
宜



の
た
め
の
編
集
上
の
工
夫
を
加
え
た
こ
と
で
あ
る
。

靖
国
神
社
問
題
の
国
会
審
議
の
上
で
本
資
料
集
が
参
考
資
料
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
本
文
中
、
正
確
を
期
し
た
が
誤
り

等
あ
れ
ば
御
叱
正
を
賜
り
た
い
。
な
お
、
資
料
の
調
査
・
収
集
か
ら
本
編
刊
行
ま
で
に
は
、
関
係
機
関
及
び
関
係
者
の
多
大
な
ご
協
力
を
得
た
こ
と
を
特
に
こ

こ
に
記
し
て
、
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

平
成
一
九
年
三
月

調
査
及
び
立
法
考
査
局
長

松

橋

和

夫


